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下水道分野のPPP/PFI（官民連携）実施状況 ※R5.4時点

 下水処理場の管理（点検・操作等）について 9割以上が民間委託を実施。
 このうち、施設の運転管理・薬品燃料調達・巡視・点検・調査・清掃・修繕等を一括して複数年にわたり委ねる包

括的民間委託は、処理場で 579施設、管路で 60契約が実施されており、近年増加中。
 下水汚泥を利活用するガス発電や固形燃料化を中心に、DBO方式・PFI（従来型）は 48施設で実施中。
 PFI（コンセッション方式）について、平成30年4月に静岡県浜松市、令和2年4月に高知県須崎市、令和4年

4月に宮城県、令和5年4月に神奈川県三浦市で、それぞれ事業が開始された。

(R5.4時点で実施中のもの。国土交通省調査による)

(* R3 総務省「地方公営企業決算状況調査」による。R4.3.31時点)

※１団体で複数の施設を対象としたPPP/PFI事業を行う場合があるため、必ずしも団体数の合計は一致しない
下水道施設

管路施設
(全国約49万km *)

ポンプ場
(全国5,729箇所*)

下水処理場
（全国2,193箇所*）

PFI（従来型）

DBO方式

PFI（コンセッション方式）

010箇所（008団体）

036箇所（028団体） 0002箇所（02団体）

007箇所（004団体） 0010箇所（02団体）

（029団体）

（009団体）

（004団体）

全体
(全国1,479団体)

包括的民間委託 1162箇所(193団体)579箇所（287団体） （309団体）

指定管理者制度 062箇所（021団体） （021団体）0097箇所（12団体）

0000箇所（00団体）

02契約*(02団体)**

60契約 (46団体)**

33契約 (12団体)**

00契約 (00団体)**

01契約*(01団体)**

** 管路施設としては単一業務のみだが、処理場包括的民間委託等と包括された３契約（３団体）を含む



ウォーターPPPの実施状況 ※R6.4時点

水道 100件
下水道 100件
工業用水道 25件

ウォーターPPP
事業件数10年ターゲット







令和10年度
以降令和９年度令和８年度令和７年度令和６年度対象施設方式

①葉山浄化センター
②葉山中継ポンプ場
③①・②を結ぶ幹線
④マンホールポンプ

コンセッション方式

〇管路施設管理・更新一体
マネジメント方式

○ 葉山町では、葉山浄化センター、葉山中継ポンプ場、これらを結ぶ幹線及びマンホールポンプについて、維持管理、改築・更新、運営を
一体的に実施するコンセッション方式の導入検討を継続して進めている。また、管路施設については、維持管理、改築・更新の対応を一
体的に実施する管理・更新一体マネジメント方式を導入予定であり、葉山町が所有するすべての下水道施設にウォーターPPPを導入予定。

○ 本町では、コンセッション方式の導入を令和９年度から、管理・更新一体マネジメント方式の導入を令和8年度から実施予定

葉山町下水道事業ウォーターPPP導入事業スケジュール葉山町下水道事業ウォーターPPP導入事業スケジュール

◆ 契約期間が⾧期（10年、20年）となり、スケールメリットが大きく民間事業者の経営ノウハウが発揮される
◆民間事業者による自由度の高い運営が可能となり、低廉かつ良好なサービスを享受することができる
◆ 各取組が一体化、発注・契約・管理等が一元化し、町・民間事業者双方にとって、事務負担の軽減
◆技術職員の高齢化や減少に対応した技術承継の円滑化、事業継続に向けた体制の維持・強化等を促進
◆民間事業者の技術力や投資ノウハウを活かした老朽化・耐震化対策を促進

導入可能性調査
実施方針（案）の

作成

導入可能性調査
各種情報整理
実施方針

公募書類の作成

実施方針
公募書類
の作成

事業者選定

事業者選定

ウォーターPPP導入に期待する効果ウォーターPPP導入に期待する効果

事業開始

事業開始

サウンディングの実施 :コンセッション（R6.10）、管理・更新一体マネジメント（R6. ６）
実施方針（案）の公表予定:コンセッション（R7. 4）、管理・更新一体マネジメント（R6.12）
公募開始の予定 :コンセッション（R7.10）、管理・更新一体マネジメント（R7.  4）
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下水道分野のPPP/PFI（官民連携）支援概要

 「下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に向けた検討会（PPP/PFI検討会）」（H27設置）
• 多様なPPP/PFI導入に向けた情報・ノウハウの共有・意見交換等
• PPP/PFI検討会 ＜数か月に1回程度開催＞ 全国の地方公共団体が参加（R2- オンライン併用）
• 民間セクター分科会 ＜年1-2回程度開催＞ H29設置
• ウォーターPPP分科会 ＜年2-3回程度開催＞ R5設置

 下水道分野のウォーターPPP相談窓口（R5設置）
 首⾧等へのウォーターPPPのトップセールス（H28.2-）
 国土交通省（上下水道審議官グループ）ホームページでの情報等の共有 等

 下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン
※第37回PPP/PFI検討会で第1.2版を公表（R6.11） 【随時更新】

 下水道分野におけるウォーターPPPに関するQ&A
※主に管理・更新一体マネジメント方式に関するもの 【随時更新】

 PPP/PFI手法選択GL（R5.3）
※説明資料にウォーターPPPの要素を追加（R5.6）

 上下水道分野における民間提案の手引き（R6.4）
 その他

• 下水道事業における公共施設等運営事業の実施に関するガイドライン（R4.3）
• 処理場等包括的民間委託導入ガイドライン（R2.6）

※（公社）日本下水道協会
• 下水道管路施設の管理業務における包括的民間委託導入ガイドライン（R2.3）
• 処理場等包括的民間委託の履行監視・評価に関するガイドライン（H30.12）

※（公社）日本下水道協会
• 性能発注の考え方に基づく民間委託のためのガイドライン（H13.4）

 モデル都市支援（H28-）
• ウォーターPPP等の導入検討の進め方支援等を実施
• R6実績（20件）:福島県会津坂下町、埼玉県嵐山町、東京都立川市、

福井県敦賀市、⾧野県佐久市、岐阜県瑞浪市、愛知県豊川市、兵庫県養父
市、山口県下関市、熊本県宇土市 / 青森県平内町、神奈川県鎌倉市、静岡
県吉田町、静岡県御前崎市、大阪府富田林市、兵庫県三田市、兵庫県加古
川市、和歌山県和歌山市、⾧崎県⾧崎市、大分県津久見市

 ウォーターPPP導入検討費補助（R5補正-）
• R5補正で国費による定額支援制度を創設、R6当初も同様に措置

 社会資本整備総合交付金等
• PPP/PFI導入の民間提案を求め適切な提案を採用することを要件

化（R5-）
• コンセッション方式内の改築等整備費用に対し、重点配分（R5-）
• 上下水道一体のウォーターPPP内の改築等整備費用に対し、重点

配分（R6-）
• 汚水管の改築に係る国費支援に関し、一部の例外を除き、ウォー

ターPPP導入を決定済みであることを要件化（R9-）

① 案件形成に向けた情報・ノウハウの共有

② ガイドライン等の整備

第1回ウォーターPPP分科会

③ 財政的支援



上下水道一体のウォーターPPP支援概要
○ PPP/PFI推進アクションプラン（令和５年改定版）では、令和13年度までに上下水道分野で200件（水道100件、
下水道100件）のウォーターPPPの具体化を狙う、とされている。

ウォーターPPPは事業・経営の課題解決策の一つ

ウォーターPPPの実施状況




上下水道一体のウォーターPPP推進に向けた取組
 ガイドライン等の整備

「水道事業における官民連携に関する手引き」（R6.3 改訂）、「下水道
分野におけるウォーターPPPガイドライン第1.0版」（R6.3 策定）に、上下
水道一体の契約書のひな形等を追加

 官民連携推進協議会とPPP/PFI検討会の合同開催等
これまで個別に開催していた水道の協議会と下水道の検討会について、本
年度、初めて合同開催し、上下水道分野の官民が一同に会する「場」を創
出することで、上下水道一体のウォーターPPP推進の機運を醸成

 ウォーターPPP導入検討費補助
国費による定額支援制度により、ウォーターPPPを導入しようとする地方公共
団体の検討費用を補助
（コンセッション方式、他地方公共団体連携等の広域型のほか、上下水道
一体等の分野横断型に、上限額等のインセンティブを設定）

 社会資本整備総合交付金等
本年度から、上下水道一体でのウォーターPPP内の改築・更新等整備費用
に対し、国費支援の重点配分を実施



上下水道一体のウォーターPPP推進に向けて

事業規模拡大による民間の参画や創意工夫の促進 運転監視、保守点検等の共通化による費用の縮減

薬品等の一括購入による費用の縮減 お客さま窓口の一元化による住民等の利便性向上

宮城県上工下水一体官民連携運営事業
（みやぎ型管理運営方式）
令和4年4月から事業開始（20年間）
【コンセッション方式】

守谷市上下水道施設管理等包括業務委託
令和5年4月から事業開始（10年間）
【レベル3.5】

③ 収入減少
「カネ」

上下水道職員の不足
技術力の不足、継承困難

② 施設老朽化
「モノ」

① 職員数減少
「ヒト」

上下水道施設の更新需要増加
ストック増による維持管理費増加

水道料金・下水道使用料収入の
減少

今後さらに
加速

職員不足の補完、民間の経営ノウ
ハウや創意工夫等による事業の効
率化、経営改善が必要



下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に向けた検討会（PPP/PFI検討会）

① 趣旨目的
執行体制の脆弱化、財政状況の逼迫、老朽化施設の増大等が進む中、
下水道の機能・サービスの水準を持続的に確保していくため、多様な
PPP/PFI導入に向けて、情報・ノウハウを共有・意見交換等を実施。

② 参加団体
47都道府県、553市、236町村、28組合
合計864団体（R6.11時点）

③ 開催実績
2015（平成27）年10月に第1回を開催
これまでに37回開催（R6.11時点）

④ 開催概要
先進的なPPP/PFIに取り組む団体からの事例紹介、国からの情報提供、
意見交換等を実施。
※水道分野からの参加を可能とするボーダレス化を試行

⑤ スケジュール 2024（令和6）年度予定



PPP/PFI検討会 参加団体一覧 1/2 ※R6.11時点



PPP/PFI検討会 参加団体一覧 2/2 ※R6.11時点



① 趣旨目的
• 「PPP/PFI推進アクションプラン（令和5年改定版）」（第19回民間資金

等活用事業推進会議）が決定され、水道、下水道、工業用水道分野に
おいて、コンセッション方式に加え、同方式に段階的に移行するための官民
連携方式として、新たに「管理・更新一体マネジメント方式｣を含めた
「ウォーターPPP」の活用が位置づけられた。

• これを受け、ウォーターPPP を導入する際に課題となる事項や解決方策に
対して具体的な検討を行い、もって、下水道におけるウォーターPPP 導入の
促進、下水道事業の持続性向上を目的とし、本分科会を設置。

PPP/PFI検討会 ウォーターPPP分科会

② 開催概要



PPP/PFI検討会 民間セクター分科会

第7回民間セクター分科会
官民フリーマッチング

（第35回PPP/PFI検討会と合同開催）

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

② 開催実績・概要① 趣旨目的
• 下水道事業において、地方公共団体の執行体制の脆弱化、財政状況の

逼迫、老朽化施設の増大等が進む中、下水道の機能・サービスの水準をい
かに確保していくかが喫緊の課題。

• 今後、民間企業の国内外での積極的な事業展開も見据え、コンセッション
方式を含む多様なPPP/PFI事業に取り組む際の課題等について整理す
る必要。

• 下水道事業に携わる、あるいは関心のある民間企業がコンセッション方式
などのPPP/PFI手法を推進する際に課題となる事項や解決方策に対し
て具体的な検討を行い、下水道事業において更なる官民連携が促進され
ることを目的として、本分科会を設置。



下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン（策定検討委員会設置）



 上下水道分野における民間提案の活用による多様なPPP/PFI（官民連携）の推進を目的として、民間提案を
活用しようとする地方公共団体に向けて、上下水道分野の実務に即した手引きを策定（R6.4）

上下水道分野における民間提案の手引き

 PPP/PFI推進アクションプラン（令和4年改定版）で、「民間事業者の
イニシアティブを活用した案件形成を促進するため、民間事業者による提
案が積極的に活用されるよう実効性の高い環境整備を行う」と記載。
（令和5年改定版も同様）

 内閣府は、令和4年10月、「公共調達における民間提案を実施した企
業に対する加点措置に関する実施要領」を策定し、関係省庁に取組を
要請するとともに、地方公共団体に取組の実施の検討を依頼。

 上下水道分野では、令和5年度（地方公共団体の令和6年度予算
要望）から、PPP/PFIの導入に関する民間提案を求め、適切な提案を
採用することを、交付金要件化。

 民間提案の活用について、上下水道分野の先行
事例は数件にとどまり、地方公共団体における具体
的な手順の知見等が不足していることが考えられる。

 内閣府「PPP/PFI事業民間提案推進マニュアル」
等は存在するが、上下水道分野の実務に即したも
のが必要。

 民間提案を活用しようとする地方公共団体の担当
者が参照する、上下水道分野の実務に即した手引
きを策定。

 民間提案の活用により、上下水道分野における多
様なPPP/PFI（官民連携）を推進。




















① 趣旨目的
下水道分野のウォーターPPP等について、他分野、他地方公共団体との連
携等、多様なPPP/PFI（官民連携）の案件形成に向けて、先進的な
PPP/PFI導入を検討するモデル都市（地域）の課題整理、スキーム検討、
効果分析等を実施し、その成果を全国に横展開する。

② モデル都市支援の概要
• 国土交通省が、先進的なPPP/PFI導入を検討する（しようとする）モデル

都市を募集・選定
• 国土交通省が委託する専門家（コンサルタント等）が、モデル都市を支援

③ 支援のイメージ
対象施設・業務範囲等、下水道分野での多様なPPP/PFIの案件形成に
資するモデル性の高い導入検討であれば、導入前の準備から導入後の検
証や次期以降に向けた準備等、いずれの段階も支援。

業務項目

企画･庶務

財政

管財・契約

排水設備

計画

工務

維持管理

直営業務 民間委託業務

早期（1～2年） 短期（5年以内） 中長期（5年以降）

個別委託

DB・DBO （個別委託）

包括委託

（事務支援）

（会計事務）

（事務支援）

（事務支援）

事業運営支援

事業運営支援等

コンセッション等

方針決定
説明責任

各種業務の
政策判断
経営判断
業務管理
（一般業務）

下水道分野におけるウォーターPPP等の案件形成に向けた方策検討（モデル都市支援）

④ 支援の実績



ウォーターPPPの導入検討費用に対する補助（上下水道一体効率化・基盤強化推進事業）

上限 5千万円 上限 4千万円 上限 2千万円



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

ご清聴ありがとうございました。


